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燃
え
な
い
ご
み
・
廃
蛍
光
管
等
の

収
集
日　
9
日
㈬

問
合
せ　
ご
み・リ
サ
イ
ク
ル
課

☎
72・3
1
2
6

【
休
日・夜
間
交
付
】

　
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付・電
子
証

明
書
発
行
通
知
書
兼
照
会
書
」が
届

い
て
い
る
方
を
対
象
に
行
い
ま
す
。 

※
本
人
確
認
書
類
を
必
ず
持
参
の
こ
と

日
時　
①
19
日
㈯
9
時
〜
12
時

②
24
日
㈭
17
時
30
分
〜
19
時

③
27
日
㈰
9
時
〜
12
時

場
所　
市
民
課（
市
役
所
1
階
1
番
窓
口
）

【
申
請
受
付
臨
時
窓
口
】※
予
約
制

　

写
真
撮
影
を
行
い
、オ
ン
ラ
イ
ン
申

請
手
続
き
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

日
時　
20
日
㈰
10
時
〜
12
時

場
所　
花
川
南
コ
ミ
セ
ン（
花
川
南
6・5
）

申
込
期
限　
18
日
㈮

申
込・問
合
せ　
市
民
課

☎
72・3
1
6
5

　

経
済
的
理
由
で
就
学
が
困
難
な
家

庭
に
、学
用
品
費
や
給
食
費
な
ど
の
援

助
を
行
い
ま
す
。令
和
３
年
度
に
認
定

さ
れ
た
方
や
新
入
学
児
童
生
徒
学
用

品
費
の
前
倒
し
支
給
を
受
け
た
方
も
、

再
度
申
請
が
必
要
で
す
。

　

申
請
書
は
学
校
を
通
じ
て
配
布
し

ま
す
。学
校
ま
た
は
左
記（
厚
田
区
は

厚
田
生
涯
学
習
課
、浜
益
区
は
浜
益

生
涯
学
習
課
）に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
学
校
教
育
課（
市
役
所
４
階
）

☎
72・3
1
7
1

支
払
日　
10
日
㈭

※
入
金
に
数
日
か
か
る
場
合
あ
り 

※
昨
年
6
月
に
送
付
し
た
児
童
手
当

現
況
届
を
未
提
出
の
場
合
、支
払
い
が

で
き
ま
せ
ん
の
で
、至
急
ご
連
絡
く
だ

さ
い

問
合
せ　
子
ど
も
家
庭
課

☎
72・3
1
2
8

　

同
一
世
帯
の
被
保
険
者
が
、１
年
間

に
支
払
っ
た
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

と
介
護
保
険
の
自
己
負
担
額
の
合
計

が
限
度
額
を
超
え
た
と
き
、超
え
た

額
が
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
と
介
護

保
険
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

○
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
ま
た
は
介

　

護
保
険
の
自
己
負
担
額
の
い
ず
れ

　

か
が
0
円
の
場
合
は
対
象
外
で
す

○
支
給
額
が
5
0
0
円
以
下
の
場
合

　

は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん

通
知
の
発
送　
令
和
２
年
度
分
の
勧

奨
通
知
は
3
月
に
発
送
予
定
で
す

申
込
方
法　
国
民
健
康
保
険
課

（
〒061̶ 3292 

市
役
所
1
階
9
番
窓

口
）へ
持
参
ま
た
は
郵
送

問
合
せ　
北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
☎
0
1
1・2
9
0・5
6
0
1

国
民
健
康
保
険
課
☎
72・3
1
2
5

　　

障
が
い
の
あ
る
方
や
そ
の
家
族
の

日
々
の
暮
ら
し
で
感
じ
る
困
り
事
や
、

分
か
ら
な
い
事
を
一
緒
に
解
決
し
ま
す
。

※
申
込
不
要

日
時　
10
日
㈭
①
10
時
〜
12
時

②
13
時
30
分
〜
15
時
30
分

場
所　
①
厚
田
保
健
セ
ン
タ
ー（
厚
田

45・5
）
②
浜
益
支
所（
浜
益
2・3
）

問
合
せ　
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
ぷ
ろ
っ
ぷ

☎
72・6
1
3
7

　

コ
ロ
ナ
禍
で
献
血
協
力
が
減
少
し
、

輸
血
医
療
が
大
変
厳
し
い
状
況
で
す
。

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

日
時　
6
日
㈰
9
時
30
分
〜
16
時
30
分

場
所　
イ
オ
ン
ス
ー
パ
ー
セ
ン
タ
ー
石
狩

緑
苑
台
店（
緑
苑
台
中
央
1・2
）

問
合
せ　
石
狩
市
献
血
推
進
協
議
会

（
福
祉
総
務
課
内
）☎
72・3
1
5
2

日
程　
①
3
月
12
日
㈯　

②
3
月
20
日
㈰

内
容　

①〈
レ
デ
ィ
ー
ス
検
診
〉大
腸・子
宮
頸・

乳
が
ん
、骨
粗
し
ょ
う
症
、健
康
診
査

（
39・特
定・後
期
高
齢
者
）

②
胃
・
肺
・
大
腸
・
前
立
腺
が
ん
、結
核
、

肝
炎
、健
康
診
査（
39・特
定・後
期
高

齢
者
）

場
所　
花
川
北
コ
ミ
セ
ン（
花
川
北
3・2
）

申
込
期
間　
7
日
㈪
〜
21
日
㈪

申
込・問
合
せ　
保
健
推
進
課

☎
72・3
1
2
4 

※
窓
口
受
付
不
可

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、一
定
期
間
分

を
ま
と
め
て
前
納
す
る
と
割
引
さ
れ

ま
す
。割
引
額
は
前
納
期
間
や
納
付

方
法
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。4
月
分

か
ら
の
口
座
振
替・ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

払
い
の
2
年・1
年・6
カ
月
前
納
の
申

込
期
限
は
2
月
末（
年
金
事
務
所
必

着
）で
す
。

　

市
役
所・各
支
所・金
融
機
関
で
も

申
し
込
み
が
で
き
ま
す
が
、日
本
年
金

機
構
に
郵
送
す
る
た
め
、早
め
の
申
し

込
み
を
お
願
い
し
ま
す
。

持
ち
物 
身
分
確
認
書
類
、年
金
手

帳
、預
金
通
帳
ま
た
は
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
、金
融
機
関
届
出
印（
口
座
振

替
の
み
）

問
合
せ　
市
民
課
☎
72・3
1
2
2

　

12
月
１
日
に
、コ
ア
レ
ッ
ク
ス
道
栄
㈱

（
倶
知
安
町
）、三
和
物
流
サ
ー
ビ
ス
㈱

（
札
幌
市
）、三
協
フ
ロ
ン
テ
ア
㈱（
千
葉

県
柏
市
）と「
災
害
時
応
援
協
定
」を

締
結
し
ま
し
た
。本
協
定
に
よ
り
、災

害
時
に
生
活
物
資
な
ど
を
優
先
供
給

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。す
で
に
協
定
を

締
結
し
て
い
る（
一
社
）Ａ
Ｚ-

Ｃ
Ｏ
Ｍ
丸

和・支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
は
、燃
料
の

優
先
給
油
の
項
目
を
新
た
に
追
加
し
、

再
締
結
し
ま
し
た
。

問
合
せ　
危
機
対
策
課

☎
72・3
1
9
0

　

石
狩
湾
新
港
地
域（
一
部
の
業
種
は

石
狩
市
域
）で
、事
業
所
な
ど
の
新
設・

増
設
を
行
っ
た
企
業
に「
石
狩
市
地
域

未
来
投
資
促
進
条
例
」に
基
づ
き
固

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
課
税
免

除
を
行
って
い
ま
す
。

　

免
除
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必
要

で
す
。詳
細
は
左
記
ま
た
は
市
H
P

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
企
業
連
携
推
進
課

☎
72・3
1
5
8

【
石
狩
市
特
定
滞
納
者
に
対
す
る
特

別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
廃
止
に
つ

い
て
】

意
見
の
募
集
期
間　
12
月
1
日
〜
1

月
4
日

意
見
の
提
出
状
況　
提
出
者
0
人

問
合
せ　
納
税
課
☎
72・3
1
2
1

　

民
生
委
員
児
童
委
員
が
変
更
に
な

り
ま
し
た（
敬
称
略
）。

【
花
川
北
６
条
３
丁
目
地
区
】

変
更
前　

伊
藤
嘉
代

変
更
後　

太
田
彰
子

【
花
川
北
２
条
２
丁
目
地
区
】

変
更
前　

中
川
進

変
更
後　

右
田
善
子

問
合
せ　
福
祉
総
務
課

☎
72・3
1
5
2

石
狩
市
民
生
委
員
児
童
委
員
連
合
協
議
会

☎
72・8
3
4
1

　

災
害
な
ど
に
備
え
、全
国
瞬
時
警

報
シ
ス
テ
ム（
J
ア
ラ
ー
ト
）を
用
い
た

全
国
一
斉
の
情
報
伝
達
試
験
が
行
わ

れ
ま
す
。市
内
の
防
災
行
政
無
線
の

屋
外
拡
声
子
局
か
ら
試
験
放
送
を
し

ま
す
。

日
時　
16
日
㈬
11
時
〜

問
合
せ　
危
機
対
策
課

☎
72・3
1
9
0

現役並み
所 得 者

住民税非
課税世帯

負担割合 区分 自己負担額の合計の基準額

3割

1割 区分II ※1

区分 I ※2

令和2年度分（R2/8/1～R3/7/31）の自己負担限度額

56万円
31万円
19万円

【課税所得690万円以上】
【課税所得380万円以上】
【課税所得145万円以上】

一般

ご
み
の
収
集
日

就
学
援
助
費 

受
給
申
請

児
童
手
当

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

献
血
に
ご
協
力
を
！

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

高
額
介
護
合
算
療
養
費

障
が
い
な
ど
に
関
す
る

出
前
相
談

献血の
ボランティアに
参加しよう！

※１ 世帯全員が住民税非課税で、区分Ⅰに該当しない方
※２ 世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が０円（公的年金収入のみの
　　場合、その受給額が80万円以下）、または老齢福祉年金を受給している方

 212万円
 141万円
67万円

問企画課☎72・316112月の開催状況

地場企業等
活性化審議会
（商工労働観光課）
浜益区地域協議会
（浜益支所地域振興課）

観光振興計画
策定委員会
（商工労働観光課）
農業振興計画
策定委員会
（農政課）

第5次石狩市地場企業等活性
化計画（原案）について

第8期浜益区地域協議会委員
からの引き継ぎ事項について

石狩湾新港地域における都市
計画変更の取り組みについて

石狩市手話に関する基本条例
に規定する施策を推進するた
めの方針の見直しについて

障害者総合支援法に基づく介
護給付等申請者の障害支援区
分の審査

第3次石狩市観光振興計画の
策定について（継続審議）

第9期厚田区地域協議会の運
営について

地域密着型事業所などの状況
について

次期行政改革大綱案について

要介護、要支援の審査・判定
（12月中7回開催）

公開
区分

傍聴
者数開催日 主な議題名称（担当課）

公開

1

2

都市計画審議会
（建設総務課）9

厚田区地域協議会
（厚田支所地域振興課）16
手話基本条例
推進懇話会
（障がい福祉課）

障害者総合支援
認定審査会
（障がい福祉課）

介護保険事業
運営推進協議会
（高齢者支援課）

行政改革懇話会
（行政管理課）

介護認定審査会
（高齢者支援課）

21

22

23

1

公開 0

公開 1

1

公開 2

公開 2

公開 0

公開

公開

0

非公開 ー

非公開 ー

公開 6

計画の素案について

前日17時15分までに広聴・市民生活課へ
☎72・3191

10（木）15時〜17時 ※1件30分日

申
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※上記日時以外のご相談については各課窓口
へお問い合わせください

※厚田・浜益支所では時間外の窓口を開設して
おりません

平日8時45分～17時15分
※上下水道料金と時間外の窓口では石狩ハイスタンプ
　会が発行するハイスタンプ券での納付はできません

時
間
外
納
付・相
談
窓
口

開
設
日
時

24（木）17時15分～20時
27（日）10時～15時 ※上下水道料金除く

開
設
窓
口

市税と国民健康保険税
後期高齢者医療保険料

上下水道料金

納税課（市役所1階15番窓口）

☎72・3118

水道営業課（市役所2階）

☎72・3133

納
期
限

10（木） 上下水道料金（1月分）

28（月） 

後期高齢者医療保険料（第8期）
国民健康保険税（第9期）
介護保険料（第9期）
市営住宅使用料（2月分）

石狩ハイスタンプ券での納付

燃
え
な
い
ご
み
・
廃
蛍
光
管
等
の

収
集
日　
9
日
㈬

問
合
せ　
ご
み・リ
サ
イ
ク
ル
課

☎
72・3
1
2
6

【
休
日・夜
間
交
付
】

　
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付・電
子
証

明
書
発
行
通
知
書
兼
照
会
書
」が
届

い
て
い
る
方
を
対
象
に
行
い
ま
す
。 

※
本
人
確
認
書
類
を
必
ず
持
参
の
こ
と

日
時　
①
19
日
㈯
9
時
〜
12
時

②
24
日
㈭
17
時
30
分
〜
19
時

③
27
日
㈰
9
時
〜
12
時

場
所　
市
民
課（
市
役
所
1
階
1
番
窓
口
）

【
申
請
受
付
臨
時
窓
口
】※
予
約
制

　

写
真
撮
影
を
行
い
、オ
ン
ラ
イ
ン
申

請
手
続
き
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

日
時　
20
日
㈰
10
時
〜
12
時

場
所　
花
川
南
コ
ミ
セ
ン（
花
川
南
6・5
）

申
込
期
限　
18
日
㈮

申
込・問
合
せ　
市
民
課

☎
72・3
1
6
5

　

経
済
的
理
由
で
就
学
が
困
難
な
家

庭
に
、学
用
品
費
や
給
食
費
な
ど
の
援

助
を
行
い
ま
す
。令
和
３
年
度
に
認
定

さ
れ
た
方
や
新
入
学
児
童
生
徒
学
用

品
費
の
前
倒
し
支
給
を
受
け
た
方
も
、

再
度
申
請
が
必
要
で
す
。

　

申
請
書
は
学
校
を
通
じ
て
配
布
し

ま
す
。学
校
ま
た
は
左
記（
厚
田
区
は

厚
田
生
涯
学
習
課
、浜
益
区
は
浜
益

生
涯
学
習
課
）に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
学
校
教
育
課（
市
役
所
４
階
）

☎
72・3
1
7
1

支
払
日　
10
日
㈭

※
入
金
に
数
日
か
か
る
場
合
あ
り 

※
昨
年
6
月
に
送
付
し
た
児
童
手
当

現
況
届
を
未
提
出
の
場
合
、支
払
い
が

で
き
ま
せ
ん
の
で
、至
急
ご
連
絡
く
だ

さ
い

問
合
せ　
子
ど
も
家
庭
課

☎
72・3
1
2
8

　

同
一
世
帯
の
被
保
険
者
が
、１
年
間

に
支
払
っ
た
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

と
介
護
保
険
の
自
己
負
担
額
の
合
計

が
限
度
額
を
超
え
た
と
き
、超
え
た

額
が
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
と
介
護

保
険
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

○
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
ま
た
は
介

　

護
保
険
の
自
己
負
担
額
の
い
ず
れ

　

か
が
0
円
の
場
合
は
対
象
外
で
す

○
支
給
額
が
5
0
0
円
以
下
の
場
合

　

は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん

通
知
の
発
送　
令
和
２
年
度
分
の
勧

奨
通
知
は
3
月
に
発
送
予
定
で
す

申
込
方
法　
国
民
健
康
保
険
課

（
〒061̶ 3292 

市
役
所
1
階
9
番
窓

口
）へ
持
参
ま
た
は
郵
送

問
合
せ　
北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
☎
0
1
1・2
9
0・5
6
0
1

国
民
健
康
保
険
課
☎
72・3
1
2
5

　　

障
が
い
の
あ
る
方
や
そ
の
家
族
の

日
々
の
暮
ら
し
で
感
じ
る
困
り
事
や
、

分
か
ら
な
い
事
を
一
緒
に
解
決
し
ま
す
。

※
申
込
不
要

日
時　
10
日
㈭
①
10
時
〜
12
時

②
13
時
30
分
〜
15
時
30
分

場
所　
①
厚
田
保
健
セ
ン
タ
ー（
厚
田

45・5
）
②
浜
益
支
所（
浜
益
2・3
）

問
合
せ　
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
ぷ
ろ
っ
ぷ

☎
72・6
1
3
7

　

コ
ロ
ナ
禍
で
献
血
協
力
が
減
少
し
、

輸
血
医
療
が
大
変
厳
し
い
状
況
で
す
。

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

日
時　
6
日
㈰
9
時
30
分
〜
16
時
30
分

場
所　
イ
オ
ン
ス
ー
パ
ー
セ
ン
タ
ー
石
狩

緑
苑
台
店（
緑
苑
台
中
央
1・2
）

問
合
せ　
石
狩
市
献
血
推
進
協
議
会

（
福
祉
総
務
課
内
）☎
72・3
1
5
2

日
程　
①
3
月
12
日
㈯　

②
3
月
20
日
㈰

内
容　

①〈
レ
デ
ィ
ー
ス
検
診
〉大
腸・子
宮
頸・

乳
が
ん
、骨
粗
し
ょ
う
症
、健
康
診
査

（
39・特
定・後
期
高
齢
者
）

②
胃
・
肺
・
大
腸
・
前
立
腺
が
ん
、結
核
、

肝
炎
、健
康
診
査（
39・特
定・後
期
高

齢
者
）

場
所　
花
川
北
コ
ミ
セ
ン（
花
川
北
3・2
）

申
込
期
間　
7
日
㈪
〜
21
日
㈪

申
込・問
合
せ　
保
健
推
進
課

☎
72・3
1
2
4 

※
窓
口
受
付
不
可

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、一
定
期
間
分

を
ま
と
め
て
前
納
す
る
と
割
引
さ
れ

ま
す
。割
引
額
は
前
納
期
間
や
納
付

方
法
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。4
月
分

か
ら
の
口
座
振
替・ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

払
い
の
2
年・1
年・6
カ
月
前
納
の
申

込
期
限
は
2
月
末（
年
金
事
務
所
必

着
）で
す
。

　

市
役
所・各
支
所・金
融
機
関
で
も

申
し
込
み
が
で
き
ま
す
が
、日
本
年
金

機
構
に
郵
送
す
る
た
め
、早
め
の
申
し

込
み
を
お
願
い
し
ま
す
。

持
ち
物 
身
分
確
認
書
類
、年
金
手

帳
、預
金
通
帳
ま
た
は
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
、金
融
機
関
届
出
印（
口
座
振

替
の
み
）

問
合
せ　
市
民
課
☎
72・3
1
2
2

　

12
月
１
日
に
、コ
ア
レ
ッ
ク
ス
道
栄
㈱

（
倶
知
安
町
）、三
和
物
流
サ
ー
ビ
ス
㈱

（
札
幌
市
）、三
協
フ
ロ
ン
テ
ア
㈱（
千
葉

県
柏
市
）と「
災
害
時
応
援
協
定
」を

締
結
し
ま
し
た
。本
協
定
に
よ
り
、災

害
時
に
生
活
物
資
な
ど
を
優
先
供
給

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。す
で
に
協
定
を

締
結
し
て
い
る（
一
社
）Ａ
Ｚ-

Ｃ
Ｏ
Ｍ
丸

和・支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
は
、燃
料
の

優
先
給
油
の
項
目
を
新
た
に
追
加
し
、

再
締
結
し
ま
し
た
。

問
合
せ　
危
機
対
策
課

☎
72・3
1
9
0

　

石
狩
湾
新
港
地
域（
一
部
の
業
種
は

石
狩
市
域
）で
、事
業
所
な
ど
の
新
設・

増
設
を
行
っ
た
企
業
に「
石
狩
市
地
域

未
来
投
資
促
進
条
例
」に
基
づ
き
固

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
課
税
免

除
を
行
って
い
ま
す
。

　

免
除
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必
要

で
す
。詳
細
は
左
記
ま
た
は
市
H
P

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
企
業
連
携
推
進
課

☎
72・3
1
5
8

【
石
狩
市
特
定
滞
納
者
に
対
す
る
特

別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
廃
止
に
つ

い
て
】

意
見
の
募
集
期
間　
12
月
1
日
〜
1

月
4
日

意
見
の
提
出
状
況　
提
出
者
0
人

問
合
せ　
納
税
課
☎
72・3
1
2
1

　

民
生
委
員
児
童
委
員
が
変
更
に
な

り
ま
し
た（
敬
称
略
）。

【
花
川
北
６
条
３
丁
目
地
区
】

変
更
前　

伊
藤
嘉
代

変
更
後　

太
田
彰
子

【
花
川
北
２
条
２
丁
目
地
区
】

変
更
前　

中
川
進

変
更
後　

右
田
善
子

問
合
せ　
福
祉
総
務
課

☎
72・3
1
5
2

石
狩
市
民
生
委
員
児
童
委
員
連
合
協
議
会

☎
72・8
3
4
1

　

災
害
な
ど
に
備
え
、全
国
瞬
時
警

報
シ
ス
テ
ム（
J
ア
ラ
ー
ト
）を
用
い
た

全
国
一
斉
の
情
報
伝
達
試
験
が
行
わ

れ
ま
す
。市
内
の
防
災
行
政
無
線
の

屋
外
拡
声
子
局
か
ら
試
験
放
送
を
し

ま
す
。

日
時　
16
日
㈬
11
時
〜

問
合
せ　
危
機
対
策
課

☎
72・3
1
9
0

国
民
年
金
保
険
料
の
前
納
割
引

民
生
委
員
児
童
委
員
の
変
更

災
害
時
応
援
協
定
の
締
結

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
結
果

J
ア
ラ
ー
ト
の
試
験
放
送

お
と
な
の
け
ん
し
ん（
追
加
日
程
）

迷惑駐車はやめましょう。みんなが使う道路は正しく駐車し、交通事故防止に努めましょう。（札幌方面北警察署☎011・727・0110）

企
業
立
地
に
関
す
る

優
遇
制
度


